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西 区

YOKOHAMA
CITY

○指定都市制度の行政区には公選の職は置かれていないが、都区制度においては、都と特別区の双方に公選の長、議会が置かれており、都市経営の一体性や
機動性の確保とのバランスも踏まえつつ、「特別市」における住民自治や住民代表機能のあり方についてどのように考えるかが論点となる。
○この点、「特別市」においては、多くの人口を抱える中で、住民に身近な行政をよりきめ細かに対応する観点から、区に一定程度事務を任せる必要があると

考えられるのであれば、区の単位で住民代表機能を確保することが考えられる。 （大都市ＷＧ報告書より抜粋）

多目的トイレを広げよう！

市民が利用する施設や公園などのトイレについて、車いす使用者やオストメイト、乳幼児を連
れた方などが利用しやすいいわゆる多目的トイレが本市でも整備されつつあります。
しかし現行の設備基準が適用されるのは新築の場合のみで、改修がなければ、基準を満たさな

いままのトイレとして残り続けます。そもそも、複数の局にわたるトイレの全体状況を市は把握できておらず、改修のための全
体計画もなく、積極的にバリアフリーを進めているように見えません。そこで、最新の設備基準に適合した多目的トイレの整備
を計画的・能動的に進めて頂きたいと考えますが、市長の見解を伺います。

質 問

車いす使用者やオストメイトなど、障がいある方々が外出するにあたっては、外出先やそこ
までの経路に自分が利用できるトイレがあるのかないのかについての情報は非常に大切で
す。たとえば、駅や商業施設などでトイレへの誘導サインを見ると、男女別のトイレの標記

や車いすのピクトグラムはあるけども、オストメイト対応なのかどうかなどは、分からないことがあります。そこで、
多目的トイレを必要な人が利用しやすいよう、まちなかの案内サインを充実させるべきと考えますが市長の見解を伺います。

これまでも車いすの使用者やオストメイトなど利用者の方々の声を反映してトイレの整備基準を改善してきました。
引き続き、施設整備に携わる職員等を対象とした研修でトイレのバリアフリー化の重要性について理解を深めて参ります。
また、市が管理するトイレの現状を確認して、誰もが安心して利用できるトイレの整備を進めて参ります。

　横浜市には市が管理するトイレは数多くありますが、そのうち公園のトイレだけでも676か所
あります。（市内には2,724公園あり、そのうちトイレがあるのは436公園です。）このなかで、
オストメイトに対応しているトイレは112公園143か所ほどで、整備率は21.1％と約２割にとど
まっています（令和7年2月10日現在）。荻原隆宏は、オストメイト当事者として、誰もが安心して外出
を楽しめる横浜をめざし、オストメイト対応を含む多目的トイレの整備拡充を市に求め、「多目的
（バリアフリー）トイレ整備推進計画（仮称）」の策定を市に訴えています。

答 弁

トイレの場所や設備に関する情報を正確に伝える案内サインの設置は安心して外出できる環境づくりのためにも大変重要で
あります。このため、今後、福祉のまちづくり条例に基づく施設整備マニュアルや推進指針を充実させ、利用者の立場に立
った案内サインを設置するよう施設管理者等に対して、しっかりと働きかけて参ります。

答 弁

　公園のトイレはみどり環境局、地区センター等のトイレは市民局、街中の公衆トイレは資源循環局と、様々に管轄
が分かれていますが、今後は健康福祉局と一体となって、市内すべてのトイレが、誰もが安心して使えるようになる
よう、多目的トイレの整備を進めていきたいと思います。

とくに、区の住民代表機能については、政令市の区には区議会もなく、区長も公選ではないので、このまま
適切な解消策がなく特別市が導入されれば、住民自治の後退につながるおそれがあります。

（※注１）オストメイト（Ostomate）とは
　がんや事故など、なんらかの理由で腸や肛門、膀胱などの排泄機能に障がいがあり、人工的
に肛門や膀胱を身体に造設した人のことをオストメイトといいます。造設した人工肛門や人口
膀胱のことをストーマと言い、ストーマを造設する手術をオストミー（Ostomy）と言います（造
設されたストーマ自体を意味することもあります）。
　荻原隆宏は、直腸がん（ステージ３c）手術を受け、肛門を摘出し、左腹部に人工肛門を造
設しました。
　ストーマを大腸に作るとコロストミー（Colostomy）、回腸（小腸）に作るとイレオストミー

（Ileostomy）、尿路に作るとウロストミー（Urostomy)と言います。荻原はコロストミーです。

予算関連質疑多目的トイレの整備推進について

　特別市は、大都市のかたちを変える現在構想段階の制度で、これを実現できるよう、全国20ある政令
指定都市が国に対して法整備を要望している大都市のための制度です。
　この特別市制度に対しては、2013年6月の第30次地方制度調査会の答申において次のように指摘され、
これまで議論が続いてきました。

現行の指定都市の区と同様の区では住民代表機能が不十分
警察事務の分割による広域犯罪対応への懸念
すべての地方税を賦課徴収することによる周辺自治体への影響

1
2
3

県から市が独立することによって「二重行政の完全解消などに意義はある」が、

【特別市についてさらに検討すべき課題】

横浜市会議員は18区平均して市民4万3,869人※１に1人の市議がいます。（西区は5万4,146人
に1人です）。いっぽう、横浜市と同じ基礎自治体の鎌倉市、逗子市では、鎌倉市は6,525人※１

に1人、逗子市は3,232人※１に1人の議員がいます。東京23特別区は千差万別ですが、一番
人口の多い世田谷区（92万8,607人※１）には50人の区議がおり1万8,572人に1人の区議がいます。23特別区の総人口が973万552人※2

に対し、区議は総定数902人※３。平均して1万788人に1人の区議がいることになります。横浜市は基礎自治体としては議員1人あたりの
人口が他の自治体に比べ多く、その1票の格差は、東京23特別区の平均に比べ約4倍、逗子市に比べ約14倍と開いています。暮らしに最も
身近な自治単位の基礎自治体として、住民意見を市政に反映する民主的機能を適切に確保する努力が、横浜市にはさらに求められていると
考えています。

大都市ほど民主的機能を
確保する必要がある

令和7年 2月20日（本会議）

実際に横浜市では、IRカジノ誘致問題が起こった際に、市民の意思とは真逆の方向に行政も議会も突
き進んでしまった過去もありました。市民の意思に基づいて議会は動くべきですが、人口が多く議員
と住民の間の距離が開くほど、議会は住民代表機能を失いやすく、政治的な意思決定に偏りがちに
なります。選挙等で支援を受ける特定の企業・団体の意向におもねり、市民全体の利益を考慮しな
い政治が広がらないよう、特別市には各区の住民代表機能を十分に確保する必要があります。

住民の意思に反する
議会や行政を作らな
いために

神奈川県からも同様の懸念が示されていますが、まだ解消策は定まっていません。

　そこで、総務省の中で「大都市における行政課題への対応に関するワーキンググループ」（以下、大都市WG）が立ち上がり、6回
の会合を重ねたのち、本年6月に報告書がまとめられ、特別市制度については引き続き議論が必要と整理されました。
　その主な論点は、導入の目的や効果、住民にとっての具体的なメリットの観点から議論を深める必要があるとの指摘があったうえで、
①警察事務 ②医療提供体制への影響 ③地理的な分離（仙台市、京都市、福岡市などは、県から独立すると県が地理的に連続せず
二つに分裂してしまう）などの課題点に加え、住民自治や住民代表機能のありかたについての整理が必要であることが述べられています。

▲ 多目的トイレの整備
予算関連質疑 録画配信
荻原：１分 23 秒頃から
市長：10 分 42 秒頃から

※１…令和7年8月1日現在　※２…令和7年1月1日現在　※３…令和6年7月1日現在

◎多目的トイレは、「多機能トイレ」「バリアフリートイレ」とも言われ、車いす・
　オストメイト（※注１）・乳幼児おむつ交換など多用途に使用できるトイレのことです。

3種類のオストミー

イレオストミー コロストミー ウロストミー

ってなに？市別特

質 問

ウラ面へ続きますウラ面へ続きます 7766



本市でも、がん患者の約3割から4割は、20～60才代でがんに罹患しており、仕事をしながら治療している
方が多くおられると思います。治療と仕事の両立には事業者側の理解が不可欠です。しかし、令和5年の横
浜市の報告書「がん治療と仕事の両立に関する事業所調査報告書」によりますと、がん対策基本法において、

がん患者の雇用継続への配慮やがん対策への協力が努力義務として明記されたことを「知っている」と答えた事業所は、わずか20.4％でした。
手術後の身体の変化や、抗がん剤治療の辛さは言葉に尽くしがたく、働きながらがん治療を続けることの困難さや、雇用継続等の配慮に努
めることが事業者の責務であることなどを職場や経営者の方々に広く知っていただき、がん治療と仕事の両立支援が進むよう、市が積極的
に取り組んでいくべきと考えます。そこで、働いている方々のためのがん治療と仕事の両立支援をさらに充実させるべきと考えますが、市
長の見解を伺います。

質 問

この報告書によりますと、休職制度を導入している事業所は65.9％となっていますが、治療のために通院
するための休暇制度となると、導入している事業所は実に17.3％にとどまっています。がんの進行具合
や副作用の出方によっては、一回の治療にも時間がかかり、さらに数年間の治療期間を要することもある

なかで、休職・休暇制度が整っていない状況を見ますと、事業所側にはさらに両立支援に対する意識を高めていただく必要があると感じます。
今般の予算案では、中小企業に向けて治療と仕事の両立支援に関する就業規則の作成をすることで助成金を得られる「がん対策推進企業助
成金」が新規事業として170万円計上されていますが、この助成金事業の予算を上乗せしてでも、多くのあらゆる事業所が活用できるよう
しっかり支援を展開して、がん患者が安心して就業できる環境づくりに取り組むべきと考えますが、市長の見解を伺います。

荻 原質 問

がんを早期発見し負担の少ない治療となるよう働く方々のがん検診の受診をさらに推進します。そして、アピアランスケア（※２）の充実や
就労に関する相談機能、あるいは治療と仕事の両立支援に係る情報提供などをより一層強化します。事業者に対してもがん撲滅対策推進
条例に基づいて、早期の発見やがん患者の雇用の継続に向けて、就業規則の整備や就労環境の改善への働きかけを促進していきます。

答 弁

多くの事業者の皆様に従業員のがん対策に取り組んでいただいていると承知していますが、まだ、就業規則や労働環境の改善が十分でない
ところがあるのも事実です。
企業助成金はこうした事業者の皆様が環境整備に取り組むことを支援するものであり、今後も効果的に活用していきます。また、あわせて、
両立支援制度の活用が進むよう情報提供を強化することによって、がん患者の就労支援の改善を進めていきます。

答 弁

　この「がん対策推進企業助成金」は当初、横浜市内の事業場で衛生管理者を選任していることの要件がありましたが、衛生管理者は、労
働安全衛生法により労働者が50人以上の事業場において選任が義務付けられているもので、50人未満の事業場はほぼこの助成金が活用出来
ないことから、荻原は健康福祉・医療委員会において50人未満の事業所にも助成対象を広げるべきだと当局に求めておりましたところ、8月
22日より要件が緩和され、10人以上50人未満の事業場に選任が義務付けられている「安全衛生推進者（衛生推進者）」を選任している事業
場であれば申請できるよう助成対象が広がりました。10人未満の事業場でも、この安全衛生推進者（衛生推進者）を選任していれ
ば申請が可能です。今年度の助成申請締め切りは10月31日23時59分（必着）で先着順、予算の上限に達し次第終了となります。

　横浜市内には約11万８千か所（※１）の事業所があり、そこで約162万人（※１）の方々が働いています。がんに
なっても働き続ける意思のある患者を心身共に支えるために、市内事業所で働く従業員の立場に立ったがん治療
と仕事の両立支援の拡充が必要です。荻原隆宏は、がん患者当事者としての思いを込めて予算議会において市
長に質疑を行いました。

勇気
応援し、応援し、励まし、

づけるヨコハマを！

　2023年９月に直腸がん手術を受
け、もうすぐ２年が経ちます。おかげ
さまで、これまでがん再発の所見は
なく、順調に治療は推移しております。
人工肛門（ストーマ）の生活にも慣れ、
少しずつ日常の活動幅を広げており
ます。
　手術の後遺症で左足に麻痺が残っ
ていますが、一歩一歩ゆっくり歩く
ことに努め、心はじっくり落ち着い
て様々な課題に取り組みたいと思っ
ています。
　一人会派の良さを生かし、独自の
目線で、これからますますより良い
市政に向け全力で邁進致しますので、
どうかご指導ください！

議員の質問は行政当局との調整が水面下で行われ、行政は質問内容を把握しますが、答弁内容は
当日本番まで分かりません。従って議員が翻弄され、質疑は完全に行政のコントロール下に置か

れます。質問原稿そのものを行政が作って議員はそのまま議場で読み上げるだけという悪い習慣も完全には淘汰されていません。行政と議会
の緊張感ある議会や委員会を作ることが、議会による適切な行政チェックにつながりますが、現時点ではまだ、行政が議会をコントロールする
行政依存の議会が続いていると感じています。

行政に議会がコントロールされますと、行政を監視すべき二元代表制の一翼として正しく機
能出来なくなります。その事態を隠すために、議会では行政との議論や会派内外の議論が水面

下で固められ、委員会や本会議は「シナリオ重視」となり、結果として議会の形骸化が進行しています。その大きな原動力となっているの
が「会派拘束」です。横浜市会では伝統的に会派拘束が強度にかかり、議員一人一人の意見表明を議場で自由に行うことがほぼ不可能な状態
が続いています。会派内の議論は公開されず、市民は会派内での議論の経過を知ることが出来ません。この点は、大きく議会の透明性を損なって
おり、会派拘束の負の部分と言うべきです。多様性の時代にあっては、会派拘束を緩和するか、もしくは撤廃することによって、自由で多様
な意見による議論を市民に公開することが必要なのではないでしょうか。

地方自治法により税金の使い道を考えて組み立てる「予算編成権」は市長にのみ与えられており、
議会は市長により編成された予算案を審査・議決することしか出来ません。横浜市の予算は一

般会計と特別会計、公営企業会計合わせて約４兆円と巨額に上ります。これをたった一人の首長のみに予算編成を委ねることは、結果として
行政主導が強まり、民主主義社会にとって適正な制度と言えるのか、きちんと議論すべきときではないかと考えています。税金や人口の規模
が大きい大都市では、市長に加え、議員にも予算編成の責任を持たせ、より多くの目線で予算と政策のチェックを可能にする仕組みをこそ、
特別市制度に組み入れることを検討すべきではないでしょうか。

1つ目は、

2つ目は、

3つ目は、

議会の行政依存体質

議会の透明性の低さ

です。

です。

議会の権限の弱さ です。

（※２）アピアランスケア…がんやがん治療によって起こる脱毛や皮膚の変化などに対応する容姿ケアのこと

おぎわら たかひろ

（※１）…令和3年経済センサス－活動調査（5年ごとに行われる総務省統計局及び経済産業省による調査）

予算関連質疑がん治療と仕事の両立支援について 令和7年2月20日（本会議）

▲ がん治療と仕事の
両立支援

荻原：２分 55 秒頃から
市長：12 分 13 秒頃から

議会の動画は
こちらのQRから
ご覧いただけます！

予算関連質疑 録画配信

横浜市「がん対策推進企業助成金」申請案内ページ横浜市「がん対策推進企業助成金」申請案内ページ

第３回定例会日程（予定）
9月9日（火）10:00~ 本会議  議案関連質疑

9月12日（金）10:00~ 本会議  一般質問

9月17日（水）10:00~ 健康福祉・医療委員会

9月25日（木）14:00~ 本会議  議案議決・決算上程

10月2日（木）10:00~ 決算総合審査

10月3日（金）～
10月20日（月）

決算局別審査
（決算第一特別委員会と決算第二特別委員会が平日交互に開会）

10月22日（水）14:00~
15:00~

決算第一特別委員会  採決
決算第二特別委員会  採決

10月23日（木）14:00~ 本会議  決算議決　

令和7年度（2025年度）予算及び予算関連質疑・予算総合審査・特別市制度報告号　2025年9月1日発行

ogi@ogiwara-takahiro.com
045-334-7213 045-334-7214TEL FAX

OGIWARA TAKAHIRO

1970年生まれ　ドイツ・フランス・アルジェリア・イギリス・日本の5か国で育つ。
立教英国学院卒　早大一文卒　阪神淡路大震災に被災し、新聞配達や会社員等を経て代議士秘書となる。
横浜市内各地で運送業の深夜アルバイトをしながら学習塾を運営、イベント会社やMM21地区のホーム
センター販売員を経て2007年西区にて横浜市会議員に初当選。2011年2期目当選。
2012年・2014年衆議院総選挙に神奈川4区から挑戦するも落選。参議院議員秘書、知的障がい者入所
施設の非常勤職員を経て、2019年再び西区にて横浜市会議員3期目当選。
2023年4期目当選。同年9月直腸がん手術を受け人工肛門を造設、障がい4級の身体障がい者となる。
初級パラスポーツ指導員。所属政党は立憲民主党。横浜市会における会派は一人会派「横浜の風」。

〒220-0053 横浜市西区藤棚町1丁目100 番地

PROFILE おぎわら隆宏（荻原隆宏）

第3回定例会が
開かれます！

令和７年第３回定例会が９月９日から開かれます。毎年この第３回定例会の
後半では昨年度決算の審議が行われます。市長に質問出来る総合審査や、
各局幹部に質問する局別審査が行われます。

【常任委員会】健康福祉・医療委員会【特別委員会】特別市・大都市行財政制度特別委員会令和7年度所属委員会

横浜市会のインター
ネット中継と録画を
視聴できます。

横浜市会議員（西区選出） 政治に、良心を。二元代表制を形骸化
させてはいけない

地方政治は議員と首長が別個に選挙される二元代表制です。地方議会は首長（行政）をチェック
する役目があります。2000年の地方分権改革で国と地方は対等となり、地方議会改革が叫ばれ
ましたが、25年経った今も地方議会は存在感が低下し続けています。その原因はいくつかあります。


